
　今月は定期監査月となり、実習実施者の皆様にはお忙しい中ご対応頂いており、

　ありがとうございます。実習生・特定技能生との信頼関係の構築においても、

　残業時間の管理や、割増賃金の確認を徹底頂きますようお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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■監理団体からのお知らせ■

年末調整の時期になりました。技能実習生・特定技能生についてはファミリーカードと、送金証明書

を企業へ提出するように実習生・技能実習生本人達へ周知しておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。払いすぎた源泉所得税は、日本人同様、返金されるようにお手続きの程、宜しくお願い申し上

げます。
Vol.３５発行 岡崎 紗彩

技能実習制度及び特定技能制度

新制度へたたき台
２０２３年１０月１８日に技能実習制度及び特定技能

制度の在り方に関する有識者会議が開かれ骨格が明ら

かとなりました。

◆技能実習は廃止し在留期間を３年とする新制度導入

◆就労から1年を超え、一定の日本語能力があれば

「転籍」が可能になる

◆外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水

準まで育成することを目的とする

◆特定技能への移行には、必須でなかった技能と日本

語の試験を絶対条件とする

（不合格の場合は再受験の為、最長1年在留延長可能）

外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議にかけ、２０２４年１月召集の通常国会

に提出する予定。２０２５年には新制度導入という流れで進んでいます。

技能実習生のケガが増えています！！

最近、弊監理団体へ技能実習生の

ケガの報告が増えています。

令和４年度の統計で４，８０８名

の外国人労働者の事故が発生して

おります。安全第一です！！！

改めて、技能実習実施者の皆様に

は安全教育の徹底をお願いいたし

ます。


